
 

 

仕 様 書 

 

令和７年度 財務会計システムライセンス調達 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１１月 

東日本高速道路株式会社 

  



 

 

 

１. 総則 ........................................................................................................................................................... 1 

１-１. 適用の範囲 .................................................................................................................................. 1 

１-２. 用語の定義 .................................................................................................................................. 1 

１-３. 監督員 ......................................................................................................................................... 2 

１-４. 提出書類 ..................................................................................................................................... 2 

１-４-１. 監督員を経由しない提出書類 ............................................................................................... 2 

１-４-２. 提出書類の様式 .................................................................................................................. 2 

１-５. 検査及び支払 .............................................................................................................................. 2 

１-５-１. 納品書 ................................................................................................................................. 2 

１-５-２. 納入検査の内容 .................................................................................................................. 2 

１-５-３. 受渡書の提出 ...................................................................................................................... 2 

１-５-４. 代金の支払 .......................................................................................................................... 2 

１-６. 部分引渡し ................................................................................................................................... 2 

１-７. 遅延日数の算定 ........................................................................................................................... 3 

１-８. 秘密保持事項 .............................................................................................................................. 3 

１-８-１. 目的 .................................................................................................................................... 3 

１-８-２. 定義 .................................................................................................................................... 3 

１-８-３. 情報の明示 .......................................................................................................................... 3 

１-８-４. 目的外の使用の禁止 ........................................................................................................... 3 

１-８-５. 取得の制限 .......................................................................................................................... 3 

１-８-６. 適切な管理 .......................................................................................................................... 3 

１-８-７. 利用者の制限 ...................................................................................................................... 3 

１-８-８. 資料の持ち出しの禁止 .......................................................................................................... 3 

１-８-９. 複写または複製の禁止 ......................................................................................................... 3 

１-８-１０. 守秘義務 ........................................................................................................................... 4 

１-８-１１. 契約期間終了後の取扱い .................................................................................................. 4 

１-８-１２. 第三者への委託等について ................................................................................................ 4 

１-８-１３. 調査及び報告 .................................................................................................................... 4 

１-８-１４. 事故時の対応 .................................................................................................................... 4 

１-８-１５. 事故時の責任分担 ............................................................................................................ 4 

１-９. 疑義等の措置 .............................................................................................................................. 4 

２. 調達の細部に関する内容............................................................................................................................ 5 

２-１. 調達概要 ..................................................................................................................................... 5 



 

 

２-２. 納入場所 ..................................................................................................................................... 5 

２-３. 納入期限 ..................................................................................................................................... 5 

２-４. 納入に関する事項 ........................................................................................................................ 5 

２-４-１. サブスクリプションライセンス及びソフトウェアサポート ............................................................... 5 

２-４-２. ソフトウェアサポート ............................................................................................................... 7 

２-４-３. 納入物 ................................................................................................................................. 8 

 



1 

 

１. 総則 

１-１. 適用の範囲 

本仕様書は、東日本高速道路株式会社(以下「発注者」という。) が行う「令和 6 年度 財務会計システ

ムライセンス調達」 (以下「本調達」という。) に適用するものとし、本調達に係る「購入契約書」（以下「契約

書」という。）について統一的な解釈及び運用を図るとともに、本調達に係る必要事項を定め、契約の適正な

履行の確保を図るものとする。 

 

１-２. 用語の定義 

契約書類に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 「契約書類」とは、契約書第 1 条に規定する契約書及び仕様書等をいう。 

(2) 「仕様書等」とは、仕様書、入札（見積）者に対する指示書及びこれらを補足する書類をいう。また、発

注者がその都度提示した変更仕様書若しくは追加仕様書を含むものとする。 

(3) 「監督員」とは、契約書第 3 条第 2 項の規定に基づき、発注者が定め受注者に通知した者をいう。 

(4) 「納入検査」とは、契約書第 9 条第 2 項の規定に基づき、物品の納入を確認するために行う検査をい

う。 

(5) 「検査員」とは、契約書第 9 条第 2 項の規定に基づき、「納入検査」を行うために発注者が定めたもの

をいう。 

(6) 「指示」とは、本調達の監督員（以下「監督員」という。）が受注者に対し、本調達の実施上必要な事項

について書面により示し、実施させることをいう。 

(7) 「承諾」とは、契約書類で明示した事項について、発注者若しくは監督員又は受注者が書面により同

意することをいう。 

(8) 「協議」とは、書面により契約書類の協議事項について、発注者又は監督員と受注者が対等の立場で

合議し、結論を得ることをいう。 

(9) 「提出」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し本

調達に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

(10) 「提示」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し本調達に係わる書面又はその他の

資料を示し、説明することをいう。 

(11) 「報告」とは、受注者が監督員に対し、本調達の実施状況又は結果について、書面により知らせること

をいう。 

(12) 「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し本

調達に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 

(13) 「連絡」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し本調達に関する事項について、口

頭、電子メールなどの署名又は押印が不要な手段により知らせることをいう。なお、後日書面による連

絡内容の伝達は不要とする。 

(14) 「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有

効とする。緊急を要する場合は電子メールにより伝達できるものとするが、速やかに有効な書面を作

成するものとする。 
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１-３. 監督員 

契約書第 3 条第 1 項に基づく本調達の監督員は、総務・経理本部 経理財務部グループ経理システム

課長とする。 

 

１-４. 提出書類  

１-４-１. 監督員を経由しない提出書類  

契約書第 3 条第 6 項に規定する「仕様書等に定めるもの」とは、次の書類をいう。 

(1) 契約書第 2 条の規定による承諾願 

(2) 契約書第 11 条第 1 項の規定による代金の支払いに係る請求書 

(3) 契約書第 13 条第１項の規定による第三者による代理受理による承諾願 

(4) 契約書第 28 条第 2 項の規定による遅延利息の請求書 

(5) その他発注者の指定した書類 

１-４-２. 提出書類の様式 

受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め提出するもの

とする。ただし、発注者又は監督員がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 

 

１-５. 検査及び支払 

１-５-１. 納品書 

受注者は、契約書第 9 条第 1 項に基づき、納入物を納入した場合は、納品書を発注者に通知するも 

のとする。 

１-５-２. 納入検査の内容 

納入検査は、発注者に納入した納入物を対象として契約書類と対比し、検査員が検査を行うものとする。 

１-５-３. 受渡書の提出 

受注者は、納入検査に合格し、認定の通知を受けたときは、速やかに受渡書を発注者へ提出することに

より引渡しを完了するものとする。 

１-５-４. 代金の支払 

受注者は、契約書第 11 条第１項の規定に基づき代金の支払請求を行う場合には、消費税及び地方消

費税率を適用するものとし、発注者は契約書第 11 条第 1 項に規定された代金を受注者が指定する金融機

関（日本国内の本支店）の口座に振り込むものとする。 

 

１-６. 部分引渡し 

受注者は、契約書第 12 条の規定に基づき、本仕様書において物品の納入の完了に先立って引き渡し

を受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分の物品の納

入が完了したときには、本仕様書「1-5 検査及び支払」に定める検査に合格のうえ、引渡しを完了した場合

には、契約金額のうち、当該納入物に相当する額を請求することができる。この場合、本仕様書 1-5 内の

「検査」とあるのは「一部納入検査」と、「引渡し」とあるのは「部分引渡し」と読み替えて、これらの規定を準用

する。 
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１-７. 遅延日数の算定 

契約書第 27 条第 5 項に規定する「遅延日数」は、次式により算定するものとする。 

遅延日数＝（納品書受領日―契約履行期間日）＋（追完の納品書受領日―不合格の通知日） 

 

１-８. 秘密保持事項 

１-８-１. 目的 

本調達を実施するため、秘密情報及び個人情報の取り扱いに関して、以下のとおり定めるものとする。 

１-８-２. 定義 

秘密保持に関する定義は、次の各号に定めるところによる。 

一 「秘密情報」とは、業務の遂行上知り得た情報で、公知でないものをいう。 

二 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 法律第 57 号）第 2 条第 1 項に規定

されたものをいう。 

三 「秘密情報」及び「個人情報」は、文章・図面・電磁的記録等の保存媒体の如何を問わない。 

１-８-３. 情報の明示 

発注者及び受注者は、秘密情報及び個人情報を本調達の実施のために相手方に提供する場合は、

当該情報を特定し、秘密情報または個人情報であることを明示しなければならない。 

１-８-４. 目的外の使用の禁止 

本調達の実施のために提供された秘密情報及び個人情報を本調達の目的外に使用してはならな

い。 

１-８-５. 取得の制限 

受注者は、本調達の実施に当たり個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目

的を明示しなければならない。また、利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個

人情報を取得しなければならない。 

１-８-６. 適切な管理 

(1) 本調達の実施に当たり知り得た秘密情報及び個人情報について、善良な管理者の注意をもって、

漏えい、滅失または毀損の防止その他の適切な管理に必要な措置を講じるものとする。 

(2) 受注者は、本調達の実施に従事している者（以下「従事者」という。）に対し、（１）の措置を遵守させ

るための必要な措置を講じるものとする。 

(3) 監督員が求めた場合、受注者は「管理に必要な措置」について定めた文章を発注者に掲示する。 

１-８-７. 利用者の制限 

受注者は、本調達の実施のために開示または提供された秘密情報及び個人情報について、本調達

の実施のために必要と認められる従事者以外に開示または提供してはならない。 

１-８-８. 資料の持ち出しの禁止 

秘密情報及び個人情報は、物的移動（複製物を作成し、複製物を移動させる場合も含む）や磁気

的・電子的・ネットワーク的移動等の方法を問わず、無断で持出してはならない。 

１-８-９. 複写または複製の禁止 

受注者は、本調達を実施するために発注者から引き渡された秘密情報及び個人情報が記録された
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資料等を複写、複製または加工してはならない。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けたときは、こ

の限りではない。 

１-８-１０. 守秘義務 

本調達の実施上知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示・漏えいしてはならない。 

ただし、下記の項目に該当するものは、この限りではない。 

(1) この契約への違反によらず公知であるか、または入手後公知となった情報 

(2) 対手方より受領する以前から当事者が知っていた情報 

(3) 当該業務と無関係に、当事者が知っていた情報 

(4) 相手方の書面による同意を得て開示された情報 

(5) 法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる情報 

１-８-１１. 契約期間終了後の取扱い 

本調達の契約期間終了後、速やかに、秘密情報及び個人情報が記載または記録された文章、図

画、電磁的記録等の媒体（複写物及び複製物を含む。）を返還するとともに、返還が不可能または困

難な媒体及び受注者の記録装置に複写された電磁的記録は、監督員の指示に従って、当該媒体を

再生不可能な状態に消去または廃棄する。 

秘密保持に係る規定は、法令の定めのあるものを除き、契約期間終了後もなお有効とする。 

１-８-１２. 第三者への委託等について 

受注者は、監督員の承諾がない限り、秘密情報又は個人情報の処理に係る当該業務等の一部を

第三者に委任または請け負わせてはならない。なお、発注者の承諾を得て当該業務の一部を第三者

に委任または請け負わせた場合には、受注者は当該第三者に対して、秘密情報及び個人情報に係

る秘密保持について、本調達における受注者の義務と同様の義務を負わせるものとする。 

１-８-１３. 調査及び報告 

発注者は、受注者に対し、秘密情報及び個人情報の管理状況の調査を目的として、必要な範囲で

本調達の履行場所に立ち入り、調査を行うことができる。 

受注者は、監督員から秘密情報及び個人情報の管理状況について報告が求められた時には、速や

かに監督員に必要事項を報告しなければならない。 

１-８-１４. 事故時の対応 

受注者は、秘密情報及び個人情報の不正利用、漏えい、滅失または毀損その他の事故が発生した

場合には、直ちに監督員に報告し、その対応について協議するものとする。なお、監督員は、受注者に

対し問題の対処に必要な措置を求めることができる。 

１-８-１５. 事故時の責任分担 

受注者の責に帰すべき事由により、秘密情報及び個人情報の不正利用、漏えい、滅失または毀損

その他の事故が発生し、これにより発注者または第三者への損害が生じた場合には、受注者は、発注

者または第三者に対し、その損害の責を負うものとする。 

１-９. 疑義等の措置 

本仕様書に定めのない事項、又は疑義等が生じたときは、発注者と受注者が協議するものとする。 
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２. 調達の細部に関する内容 

２-１. 調達概要 

本購入の品名・仕様・数量等は以下に記載するものとし、次に記載する内容により納入するものとする。

なお、本業務はソフトウェアライセンス及びソフトウェアサポートを調達するものであり、ソフトウェア開発を実施

するものではない。 

(1) 各ソフトウェアライセンスについては、本仕様書に定めのない限り最新バージョンを納入することとし詳

細バージョンは、必要に応じて監督員と協議すること。 

(2) ソフトウェアサポートについては、納品するソフトウェアに対するプログラムサポートの権利、製品機能

の改善、新機能の追加等を実施したバージョンアップサービスの提供、ユーザコミュニティサイト等が

提供される場合はこれらにおける情報提供（新機能紹介や開発者向け情報提供等）を含むこと。な

お、バージョンアップサービスの提供はマイナーバージョンアップを基本とするが、メジャーバージョン

アップの提供を妨げるものではない。 

(3) 受注者は、本仕様書「2-４-1 サブスクリプションライセンス及びソフトウェアサポート」に記載する各

ソフトウェアライセンス及び各ソフトウェアサポート、本仕様書「2-４-2 ソフトウェアサポート」に記載す

るソフトウェアサポートを納入すること。また、下記に記載する「サポート期間」は、発注者が必要とす

るサポート期間であり、記載されている期間を満たすものであれば、販売元が提供するサポート期間

と合致させる必要はない。 

(4) サポート対応時間については、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）が定める休日

及び年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）を除く平日（月曜日～金曜日）の 9:00～12:00 及び 13:00

～17:00 を含む 7 時間以上の対応が可能であること。 

 

２-２. 納入場所 

納入場所 住所 

東日本高速道路株式会社 本社 

 

東京都千代田区霞が関 3-3-2 

 

 

２-３. 納入期限 

受注者は、ソフトウェアを本仕様書 2-4-1 表 1、本仕様書 2-4-2 表 2 に記載する納入期限までに納

入することとする。なお、受注者は、この契約を締結した日の翌日から 14 日以内に、契約金額内訳明細書

を作成し監督員に提出するものとする。 

 

２-４. 納入に関する事項 

２-４-１. サブスクリプションライセンス及びソフトウェアサポート 

発注者が保有するサブスクリプションライセンスに対する追加購入及びソフトウェアサポートについて表 1

のとおり購入とする。なお、ソフトウェアを導入する OS は、Windows Server 2019 であり、ソフトウェアを導入す

る基盤は、クラウド環境の仮想サーバである。 
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表 1：サブスクリプションライセンス及びソフトウェアサポート調達対象ソフトウェア 

No ソフトウェア 
Ver 

※ 
納入期限 

ライセンス使用期間 

（保守含む） 
想定環境 単位 数量 備考 

1 

GLOVIA GM 

基本ライセンス 

（20 ユーザ） 

V7 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
本番環境 

ユーザ 

ライセンス 
1   

2 

GLOVIA GM 

追加ライセンス 

（無制限） 

V7 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
本番環境 

ユーザ 

ライセンス 
1   

3 

GLOVIA FM 

基本ライセンス 

（20 ユーザ） 

V7 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
本番環境 

ユーザ 

ライセンス 
1   

4 

GLOVIA FM 

追加ライセンス 

（50 ユーザ） 

V7 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
本番環境 

ユーザ 

ライセンス 
1   

5 

GLOVIA FM 

追加ビューライセンス 

（20 ユーザ） 

V7 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
本番環境 

ユーザ 

ライセンス 
6   

6 

GLOVIA GM 

基本ライセンス 

（20 ユーザ） 

V7 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
検証環境 

ユーザ 

ライセンス 
1   

7 

GLOVIA FM 

基本ライセンス 

（20 ユーザ） 

V7 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
検証環境 

ユーザ 

ライセンス 
1   

8 

GLOVIA GM 

基本ライセンス 

（20 ユーザ） 

V7 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 

トレーニング 

環境 

ユーザ 

ライセンス 
1   

9 

GLOVIA FM 

基本ライセンス 

（20 ユーザ） 

V7 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 

トレーニング 

環境 

ユーザ 

ライセンス 
1   

10 

GLOVIA GM 

開発ユーザ 

（1 ユーザ） 

V7 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
開発環境 

ユーザ 

ライセンス 
13   

11 

GLOVIA FM 

開発ユーザ 

（1 ユーザ） 

V7 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
開発環境 

ユーザ 

ライセンス 
6   

12 
Interstage List Creator 

デザイナ 無制限ライセ
- 

令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
運用員端末 

ユーザ 

ライセンス 
1  
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ンス for Windows 

(SL&S) 

 

２-４-２. ソフトウェアサポート 

ソフトウェアサポートについて表 2 のとおり購入とする。なお、ソフトウェアを導入する OS は、Red Hat 

Enterprise Linux 8、Windows 10 もしくは Windows11 であり、ソフトウェアを導入する基盤は、クラウド環境の

仮想サーバである。 

表 2：ソフトウェアサポート調達対象ソフトウェア 

No ソフトウェア 
Ver 

※ 
納入期限 

ライセンス使用期間 

（保守含む） 
想定環境 単位 数量 備考 

1 

DataDelivery 

サーバライセンス 

パック 

- 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
本番環境 

サーバ 

ライセンス 
1   

2 

DataDelivery 

サーバソフト 

追加ライセンス 

- 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
本番環境 

コア 

ライセンス 
1   

3 

DataDelivery 

ビューアソフト 

追加ライセンス 

- 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
本番環境 

コア 

ライセンス 
1   

4 
DataDelivery 

同時接続ライセンス 
- 

令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
本番環境 

同時接続 

ライセンス 
23   

5 

DataDelivery 

URL リンク用ライセンス 

（1 台目～30 台目） 

- 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
本番環境 

同時接続 

ライセンス 
30   

6 

DataDelivery 

URL リンク用ライセンス 

（31 台目～ 100 台目） 

- 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
本番環境 

同時接続 

ライセンス 
42   

7 
DataDelivery 

合成ツール 
- 

令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
本番環境 

サーバ 

ライセンス 
1   

8 
DataDelivery 

サーバライセンスパック 
- 

令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
検証環境 

サーバ 

ライセンス 
1   

9 

DataDelivery 

サーバソフト 

追加ライセンス 

- 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
検証環境 

コア 

ライセンス 
1   

10 

DataDelivery 

ビューアソフト 

追加ライセンス 

- 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
検証環境 

コア 

ライセンス 
1   
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11 

DataDelivery 

URL リンク用ライセンス 

（1 台目～30 台目） 

- 
令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
検証環境 

同時接続 

ライセンス 
1   

12 
DataDelivery 

合成ツール 
- 

令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
検証環境 

サーバ 

ライセンス 
1   

13 
DataDelivery 

サーバライセンスパック 
- 

令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
開発環境 

サーバ 

ライセンス 
1   

14 
DataDelivery 

合成ツール 
- 

令和 8 年 

3 月 6 日 

令和 8 年 

4 月 1 日 
~ 

令和 9 年 

3 月 31 日 
開発環境 

サーバ 

ライセンス 
1  

 

 

２-４-３. 納入物 

受注者は、本仕様書 2-4-1 表 1、本仕様書 2-4-2 表 2 に示す調達対象ソフトウェアを納入期限まで

に、表 3 に示す納入物を納入方法に示すとおり発注者へ納入することとする。 

 

表 3：納入物 

納入物 納入方法 摘要 

ソフトウェアライセンス証明書又はライセンス

証書相当となる証明書等（注１） 
紙面・一式又は電子媒体・一式 対象：表１のソフトウェア 

ソフトウェアサポート証明書又はソフトウェアサ

ポート証書相当となる証明書等（注２） 
紙面・一式又は電子媒体・一式 対象：表１及び表２のソフトウェア 

注１：ライセンス証書相当となる証明書等とは、販売元へ発注したことが証明できる書類等をいい、

受注者名、ライセンス名称、ライセンス期間及び数量等の、本購入の内容が確認できる情

報が含まれたものでなければならない。ただし、公表できない情報については、黒塗り処理を

行ってもよいものとするが、情報の修正、加筆等は行ってはならない。また、ライセンス証書

が発行されず、オンライン上でしかライセンスを確認できない場合に限り、オンライン上のハ

ードコピー印刷又はソフトコピーにより代替可能とする。 

  注２：ソフトウェアサポート証書相当となる証明書等とは、ソフトウェアサポートを証明できる書類等

をいい、受注者名、サポート名称、サポート期間及び数量等の、本購入の内容が確認できる

情報が含まれたものでなければならない。ただし、公表できない情報については、黒塗り処

理を行ってもよいものとするが、情報の修正、加筆等は行ってはならない。また、ソフトウェア

サポート証書が発行されず、オンライン上でしかソフトウェアサポートを確認できない場合に限

り、オンライン上のハードコピー印刷又はソフトコピーにより代替可能とする。なお、ソフトウェア

サポート証明書又はソフトウェアサポート証書相当となる証明書等については、上記に加え、

発注者がソフトウェア保守サービスを受ける際に必要な情報（連絡先、問合せ用 ＩＤ／パス

ワード、保守サービス時間帯情報 等）が含まれていること。 

 


